
令和６年度介護職員等処遇改善加算計画書提出書類等確認フローチャート

　【提出期限】　令和６年４月１５日（月）

　【提出書類】

　　・別紙様式２　（処遇改善計画書）、または別紙様式６（小規模事業所用処遇改善計画書）

　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年６月以降分）

　【提出期限】　令和６年４月１５日（月）

　【提出書類】

　　・別紙様式２　（処遇改善計画書）、または別紙様式６（小規模事業所用処遇改善計画書）

　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年４・５月分）

　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年６月以降分）

　【提出期限】　令和６年４月１５日（月）

　【提出書類】

　　・別紙様式７（加算未算定事業所用計画書）、または別紙様式２（処遇改善計画書）

　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年４・５月分）

　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年６月以降分）

　【提出期限】　令和６年６月１５日（月）

　【提出書類】

　　・別紙様式７（加算未算定事業所用計画書）、または別紙様式２（処遇改善計画書）

　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年６月以降分）

　【提出期限】　

　　・施設サービス　：　算定する当月の１日まで

【注意事項】 　　・居宅サービス　：　算定する月の前月１５日まで

・計画書は、指定を受けている保険者それぞれに提出が必要です。ただし、提出期限は保険者によって異なりますので、ご確認ください。 　【提出書類】

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、地域密着型サービス分、総合事業分それぞれ提出が必要です。 　　・別紙様式７（加算未算定事業所用計画書）、または別紙様式２（処遇改善計画書）

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、令和６年度介護報酬改定に係る加算算定と併せて提出が可能です。 　　・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（令和６年６月以降分）

　ただし、異動年月日が同日の場合に限ります。

　算定していない
　（新規で算定）

　区分変更あり 　提出区分　B

　処遇改善加算の算定を
　始める時期

　提出区分　C

　６月から
　新加算を算定

　提出区分　D

　７月以降に
　新加算を算定

　提出区分　E

　４月または５月から
　旧３加算を算定
　※６月以降は新加算
　に移行

　令和６年３月の
　旧３加算の算定状況

　算定している
　令和６年４月または５月の
　旧３加算の区分変更の予定

　区分変更なし 　提出区分　A


